
広報くろしお  №131　2017（平成29）年2月号澎

　
精
神
障
が
い
者
ま
た
は
精
神
障
害
の

疑
い
の
あ
る
方
や
そ
の
ご
家
族
に
対
し
、

精
神
科
の
医
師
に
よ
る
相
談
会
を
開
催

し
ま
す
。
定
員
３
名
で
す
。

◆
日
時

　
２
月

２１
日（
火
）

 
午
後
１
時

３０
分
〜
３
時

３０
分

◆
場
所
　
幡
多
福
祉
保
健
所

◆
申
込
締
切

　
２
月
６
日（
月
）
※
電
話
予
約

○
お
問
い
合
わ
せ

　
幡
多
福
祉
保
健
所 

健
康
障
害
課

　
　
　
　
　
　
蕁
３
４
―
５
１
２
４

 
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
伴
い
、
所
得

の
低
い
方
々
へ
の
負
担
の
影
響
を
考
え
、

簡
素
な
給
付
措
置
と
し
て
、「
臨
時
福

祉
給
付
金
」を
支
給
し
ま
す
。

◆
支
給
対
象
者

 
平
成

２８
年
１
月
１
日
時
点
で
黒
潮
町

に
住
民
登
録
が
あ
り
、
平
成

２８
年
度
分

の
住
民
税（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ
な
い

方
が
対
象
で
す
。
　

 
た
だ
し
、
次
の
方
は
対
象
外
で
す
。

・
平
成

２８
年
度
の
住
民
税（
均
等
割
）が

課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
税
法
上
の
扶

養
親
族
な
ど

・
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者

・
支
給
決
定
ま
で
に
亡
く
な
ら
れ
た
方

な
ど

◆
支
給
額

 
給
付
対
象
者
１
人
に
つ
き
３
千
円
 

◆
申
請
手
続
き

支
給
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
９
月
中

旬
に
案
内
書
と
申
請
書
を
送
付
し
て

い
ま
す
。
申
請
書
に
必
要
書
類
を
添

え
て
、申
請
期
間
内
に
役
場
担
当
窓

口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い（
郵
送
可
）。

◆
申
請
期
限
　
※
当
日
消
印
有
効

 
２
月

２８
日（
火
）

◆
給
付
方
法

申
請
書
受
付
後
、
審
査
の
う
え
、支

給
対
象
者
の
指
定
口
座
へ
随
時
、振

り
込
み
ま
す
。

　「
一
億
総
活
躍
社
会
」の
実
現
に
向
け
、

賃
金
引
上
げ
の
恩
恵
が
及
び
に
く
い
低

所
得
の
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者

の
方
に
対
し
て
、「
年
金
生
活
者
等
支

援
臨
時
福
祉
給
付
金
」を
支
給
し
ま
す
。

◆
支
給
対
象
者

平
成

２８
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
の
支

給
対
象
者
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か

の
年
金
に
つ
い
て
、
平
成

２８
年
５
月

分
の
受
給
が
あ
る
方
が
対
象
で
す
。

　
た
だ
し
、
次
の
方
は
対
象
外
で
す
。

・
高
齢
者
向
け
給
付
金（
年
金
生
活
者

等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金
）を
受
給

さ
れ
た
方

・
支
給
決
定
ま
で
に
亡
く
な
ら
れ
た
方

な
ど

【
対
象
と
な
る
年
金
】

①
国
民
年
金
法
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年

金
ま
た
は
遺
族
基
礎
年
金

②
昭
和

６１
年
３
月
以
前
に
受
給
権
の
発

生
し
た
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
保
険

ま
た
は
船
員
保
険
の
障
害
年
金
の
う

ち
障
害
等
級
が
１
級
又
は
２
級（
船

員
保
険
の
職
務
上
の
場
合
は
１
〜
５

級
）の
年
金

③
共
済
組
合
な
ど
が
支
給
す
る
障
害
年

金
ま
た
は
船
員
障
害
年
金
の
う
ち
障

害
等
級
が
１
級
ま
た
は
２
級
の
年
金

◆
支
給
額

　
支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き
３
万
円

◆
申
請
手
続
き

支
給
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
９
月
中

旬
に
案
内
書
と
申
請
書
を
送
付
し
て

い
ま
す
。
申
請
書
に
必
要
書
類
を
添

え
て
、申
請
期
間
内
に
役
場
担
当
窓

口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い（
郵
送
可
）。

◆
申
請
期
限
　
※
当
日
消
印
有
効

　
２
月

２８
日（
火
）

◆
給
付
方
法

申
請
書
受
付
後
、
審
査
の
う
え
、
支

給
対
象
者
の
指
定
口
座
へ
随
時
、
振

り
込
み
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
２
係

蕁
５
５
―
３
１
１
２（
直
通
）

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

平
成
２８
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
の

申
請
期
限
は
２
月
末
ま
で
で
す

障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者
向
け
の

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付

金
の
申
請
期
限
は
２
月
末
ま
で
で
す

精
神
保
健
福
祉
相
談
を
開
催
し
ま
す

四島（しま）の未来
心かよわせ 返還へ

北方領土イメージキャラクター
エリカちゃん

北方領土問題の一日も早い解決には
国民一人ひとりの理解と
返還への粘り強い活動が大切です
北方領土返還要求運動高知県民会議
〒780－0870　高知市本町1－6－24高知商工会議所内
℡088－875－1170    e－mail soumu@cciweb.or.jp


